
                                     

豊 田 市 社 会 福 祉 功 績 者 感 謝 状 贈 呈 要 綱  
（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、多 年 に わ た り 本 市 の 社 会 福 祉 の 増 進 に 寄 与 し 、そ の 功 績 が
顕 著 で あ る 者 に 対 し 、市 長 が 感 謝 の 意 を 表 す る た め 感 謝 状 を 贈 呈 す る に あ た り 、
必 要 な 事 項 に つ い て 定 め る 。  
（ 感 謝 状 贈 呈 の 対 象 ）  

第 ２ 条  市 長 が 感 謝 状 を 贈 呈 す る 者 は 、市 長 感 謝 状 贈 呈 の 基 準（ 別 表 、以 下「 基
準 」 と い う 。） に 掲 げ る 者 の う ち 、 顕 彰 の 社 会 的 意 義 を 勘 案 し 、 贈 呈 す る こ と
を 市 長 が 適 当 と 認 め た も の と す る 。  
（ 贈 呈 の 時 期 ）  

第 ３ 条  贈 呈 は 毎 年 １ 回 こ れ を 行 う も の と す る 。た だ し 、特 別 の 事 情 が あ る と き
は 、 随 時 こ れ を 行 う こ と が で き る も の と す る 。  
（ 推 薦 方 法 ）  

第 ４ 条  感 謝 状 贈 呈 の 対 象 者 の 推 薦 は 、基 準 に 掲 げ る 推 薦 者 に よ る も の と し 、豊
田 市 長 感 謝 状 贈 呈 候 補 者 推 薦 調 書（ 様 式 １ 又 は 様 式 ２ ）に よ り 行 う も の と す る 。 
（ 除 外 要 件 ）  

第 ５ 条   第 ２ 条 に 該 当 す る も の で あ っ て も 、 既 に こ の 要 綱 に 基 づ き 市 長 感 謝 状  
 の 贈 呈 を 受 け た も の は 、こ れ を 除 外 す る 。た だ し 、基 準 に 掲 げ る 感 謝 状 贈 呈 対

象 者 の 区 分 （ 以 下 「 区 分 」 と い う 。） が 、 前 回 の 受 賞 の 際 の 区 分 と 異 な る 場 合
又 は 寄 附 （ 団 体 ・ 個 人 ） に 該 当 す る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  
（ 対 象 者 の 決 定 ）  

第 ６ 条  市 長 は 、第 ４ 条 に よ る 推 薦 を 受 け た と き は 、豊 田 市 社 会 福 祉 功 績 者 選 考
委 員 会 （ 以 下 「 委 員 会 」 と い う 。） の 意 見 を 聞 い て 、 決 定 す る も の と す る 。  

２  委 員 会 の 委 員 は 、福 祉 部 長 、福 祉 部 副 部 長 、福 祉 事 務 所 長 及 び 福 祉 関 係 課 長
を も っ て 充 て る 。た だ し 、欠 席 委 員 が 指 名 し た 所 属 課 職 員 で 、委 員 長 が 特 に 認
め る 者 に つ い て は 、委 員 を 代 理 す る 者 と し て 職 務 権 限 を 付 与 す る 。ま た 、委 員
長 が 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 臨 時 に 委 員 を 加 え る こ と が で き る 。  

３  委 員 会 に 委 員 長 を 置 き 、 福 祉 部 長 を も っ て 充 て る ｡ 
４  委 員 長 は 、 会 務 を 掌 理 す る 。  
５  委 員 長 に 事 故 が あ る と き は 、あ ら か じ め 指 名 す る 委 員 が そ の 職 務 を 代 理 す る 。 
６  委 員 会 の 議 事 は 、出 席 委 員 の 過 半 数 で 決 し 、可 否 同 数 の と き は 委 員 長 の 決 す

る と こ ろ に よ る 。た だ し 、緊 急 や む を え な い 必 要 が あ る 場 合 に は 、委 員 長 が 委
員 に 対 し 書 面 に よ り 意 見 を 求 め る こ と に よ り 、会 議 の 開 催 に 代 え る こ と が で き
る 。  

７  委 員 会 の 事 務 局 は 、 や す ら ぎ 福 祉 総 務 課 内 に 置 く 。  
（ そ の 他 ）  

第 ７ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に 定 め る 。  
 付  則  
こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ 年 ７ 月 ６ 日 か ら 施 行 す る 。  
 付  則  
こ の 要 綱 は 、 平 成 ７ 年 ９ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
 付  則  



                                     

こ の 要 綱 は 、 平 成 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
 付  則  
こ の 要 綱 は 、 平 成 ８ 年 ８ 月 ２ ７ 日 か ら 施 行 す る 。  
 付  則  
こ の 要 綱 は 、 平 成 １ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
 付  則  
こ の 要 綱 は 、 平 成 １ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
 付  則  
こ の 要 綱 は 、 平 成 １ １ 年 １ ０ 月 ４ 日 か ら 施 行 す る 。  
 付  則  
こ の 要 綱 は 、 平 成 １ ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
 付  則  
こ の 要 綱 は 、 平 成 １ ４ 年 ９ 月 １ ２ 日 か ら 施 行 す る 。  
 付  則  
こ の 要 綱 は 、 平 成 １ ５ 年 ９ 月 ２ ５ 日 か ら 施 行 す る 。  
 付  則  
こ の 要 綱 は 、 平 成 １ ７ 年 ９ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
 付  則  
こ の 要 綱 は 、 平 成 １ ８ 年 ８ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  
こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ０ 年 ８ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  
こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ １ 年 ７ 月 ７ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  
こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ２ 年 ７ 月 ２ ８ 日 か ら 施 行 す る 。  
 付  則  
こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ３ 年 ７ 月 ２ ５ 日 か ら 施 行 す る 。  
 付  則  
こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
付  則  
こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ６ 年 ８ 月 ５ 日 か ら 施 行 す る 。  
付  則  
こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ８ 年 ７ 月 ５ 日 か ら 施 行 す る 。  
付 則  
こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ３ ０ 日 か ら 施 行 す る 。  
付 則  
こ の 要 綱 は 、 令 和 ３ 年 ７ 月 ２ ６ 日 か ら 施 行 す る 。  
付 則  
こ の 要 綱 は 、 令 和 ５ 年 ７ 月 ４ 日 か ら 施 行 す る 。  
付 則  
こ の 要 綱 は 、 令 和 ７ 年 ６ 月 １ ９ 日 か ら 施 行 す る 。  
 


